
取　得 
印紙税 
登録免許税 
不動産取得税 
事業所税 
消費税 

保　有 

売　却 

居住用として保管 固定資産税 

（不動産所得税） 

Yes

No

No

Yes

No

Yes
人に貸すために保有 

（事業所得） 

No

Yes
自分の事業の店等として保有 

固定資産税 
消費税 
所得税 
住民税 
 
事業税 
事業所税 
（事業に係わ 
るもの） 

所得税 
住民税 
消費税 

贈　与 
Yes

No

贈与税 

相　続 
Yes

相続税 

Yes
販売するために保有 

（注）　不動産の販売により生じた事業所得または雑所得は，不動産の譲渡所
得が分離課税であるのに対応して，土地等の譲渡益について分離課税の
方式により税額が計算される。 

事業所得また 
は雑所得（注） （ ） 
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